
年が明けて、まるひと月が経ちましたが、皆様におかれましては、お元気でお過ごしでしょうか。今年は

まだ野洲では雪が降らず、暖冬ですね。これから年度末に向けて、お仕事が忙しくなる方や、受験シーズン

を迎えられる学生の方、ご家族の方など、大変な時期を迎えられる方が多いと思いますが、皆様、どうか十

分に休養と栄養を取って体調を整え、頑張って乗り切ってください。私は、毎晩就寝前に、少し熱めのお風

呂に入浴剤を入れて、体をよく温めると、熟睡が出来ているようです。こんにちは、院長の喜多です。 

先月から、中国湖北省武漢を中心に感染が拡大している新型コロナウイルスの感染症（肺炎）に対して、

WHO（世界保健機関）は、専門家による緊急の委員会を開き、感染がほかの国でも拡大する恐れがあると

して、緊急事態を宣言しました（1 月 31 日）。（中国の感染者数は約一万人、死者数は 200 人を超え、中

国以外の２４の国で計 149 人の感染者を確認）日本国内では、これまでに 17 人の感染者を確認し、武漢

への渡航歴や武漢から来た人との接触が明らかになっていない感染者や、咳や発熱などの症状の無い感染者

も確認されています。国内での感染拡大を防ぐため、「指定感染症」などの政令を２月１日より施行すること

になりました。厚生労働省（のホームページで）は、国内では現在、流行が認められている状況ではなく、

かぜやインフルエンザ対策と同様に、手洗いやせきエチケットなどの感染症対策に努めてほしいと呼びかけ

ています。また、国立感染症研究所は、日本国内で感染が確認された患者のサンプルから新型コロナウイル

スを分離し、培養することに成功したと発表しました。今後、分離したウイルスを使って、より短時間で検

出できる検査方法の開発を進め、さらに、治療薬やワクチンの開発も進めるほか、ウイルスを国内外の研究

機関にも配布し、研究に役立ててもらうそうです。（大きな前進ですね）潜伏期間は約２週間と言われていま

すが、感染の疑いがある場合は、速やかに地域の（草津などの）保健所に連絡し、医療機関へは、電話連絡

をした上で、マスクをつけて受診してくださいとのことです。武漢への渡航歴の有無なども伝えるそうです。 

（県の相談窓口：滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課 077－528－3632） 
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